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第１部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

 

 

 

 
1 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。）第１条 
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2 薬剤感受性とは、感染症の治療に有効な抗微生物薬に対する感受性（有効性又は抵抗性）をいう。 
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3 特措法第 22 条 
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4 特措法第 34 条 

5 特措法第 24 条第１項及び第 36 条第２項 

6 特措法第３条第１項 

7 特措法第３条第４項 
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8 特措法第３条第５項 

9 特措法第４条第３項 
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10 特措法第４条第１項及び第２項 

11 特措法第４条第１項 
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 第 2 部 第１章 実施体制 
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第２部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 

12 

  

 
12 特措法第８条第２項第１号（対策の総合的な推進に関する事項）及び第３号（対策を実施するための体制に関する事

項）に対応する記載事項。発生段階ごとの実施体制を記載する。新型インフルエンザ等発生時の対策本部設置の基

準、本部構成員等を具体的に検討する。別途、マニュアル等で定めることも想定される。必要に応じて、専門家との

連携等を記載する。 

13 特措法第８条第７項及び第８項。この場合において、市町村が国の新型インフルエンザ等対策推進会議と同様の会議体

を設置することまでは必要とされていない。なお、特措法の性格上は医学・公衆衛生の専門家に限らず、可能な範囲で

法律の専門家や経済界等にも意見を聴くことが望ましい。 
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14 特措法第 15 条 

15 特措法第 69 条、第 69 条の２第１項並びに第 70 条第１項及び第２項 

16 特措法第 26 条の２第１項 

17 特措法第 26 条の３第２項及び第 26 条の４ 

18 特措法第 69 条、第 69 条の２第１項並びに第 70 条第１項及び第２項 

19 特措法第 70 条の２第１項。なお、保健所設置市等以外でも、新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に

著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村は、地方債を発行することが可能。 



 第 2 部 第 1 章 実施体制 

 

 

 
20 特措法第 36 条第 1 項 
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 第 2 部 第 1 章 実施体制 

 

 

 

 
21 特措法第 37 条の規定により読み替えて準用する特措法第 25 条 
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 第 2 部 第 2 章情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

 

 

22 

 

 

 

  

 
22 特措法第 8 条第 2 項第 2 号イ（新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供）に

対応する記載事項。準備期、初動期及び対応期の情報収集方法・提供方法を記載する。 

23 具体的な手順等については「感染状況等に係る都道府県と市町村の間の情報共有及び自宅・宿泊療養者等への対応に

係る事例について」(令和 5 年 6 月 19 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)参照 
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 第 2 部 第３章 まん延防止 
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24 

 
24 特措法第８条第２項第２号ロ（新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する事項）に対応する記載事項。市町村が

実施するまん延防止措置を記載する。 



 第 2 部 第 3 章 まん延防止 
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25 

 
25 特措法第８条第２項第２号ロ（住民に対する予防接種の実施）に対応する記載事項。住民への予防接種の実施の方法

（実施場所・協力医療機関等）を記載する。 
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26 予防接種法第６条第３項 
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  第 2 部 第 5 章 保険 
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  第 2 部 第 6 章 物資 
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27 

 

 

  

 
27 特措法第８条第２項第２号ハ（生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置）に対応する記

載事項 

28 ワクチン接種資器材等の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照。 

29 特措法第 10 条 

30 特措法第 11 条 
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31 

32

33

34

35

 

 
31 特措法第８条第２項第２号ハ（生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置）に対応する記

載事項 

32 ワクチン接種資器材等や感染症対策物資等の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照。 

33 特措法第 10 条 

34 特措法第 11 条 

35 要配慮者への対応については、新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン「保健に関するガイドライン」

P21-23「（参考）要配慮者への対応」を参照。 
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36 特措法第 45 条第２項 
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37 特措法第 59 条 

38 特措法第 63 条の２第１項 

39 特措法第 52 条 
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